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関東学院大学小田原キャンパスの今後に関する協議について 

 

 関東学院大学が他学校法人などと教育連携を行い、小田原キャンパスを承継する

ことにより、大学を新設することの可能性について、次のとおり、関東学院大学と

第２回協議会を開催した。 

 

○協議会開催状況と主な内容 

〈第２回協議会〉 

１ 日 時 令和２年８月 26日（水）午前 10時～11時 

 

２ 出席者 

［小田原市］鳥海副市長、安藤企画部長、杉本政策調整担当部長、杉﨑市民部

長、石川文化部長、石塚都市部長、小澤技監・建設部長 

［関東学院大学］規矩学長、山下常務理事、廣瀬事務局長、関口経営企画部長、

河野国際研究研修センター事務室長、南経営企画部学長付、本廣

経営企画部学長付 

※オブザーバー 

［「日本先端大学（仮称）」設置準備委員会］西委員長ほか 

 

３ 協議事項 

 ・関東学院大学と「日本先端大学（仮称）」設置準備委員会との覚書締結につ

いて 

 ・「日本先端大学（仮称）」の開学準備について 

 ・細目協定の取り扱いについて 

 ・今後の協議会について 
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関東学院大学との協議会における 

小田原キャンパス開設のための補助金に関する方針について 

 

 関東学院大学と「日本先端大学（仮称）」設置準備委員会が、「日本先端大学（仮

称）」開学後に包括的な教育連携を行うための覚書を締結したことから、協議会

では、細目協定についての検討を行い、小田原キャンパス開設のための補助金に

関して、次のとおり取り扱いの方向性を示した。 

 

１ 補助金について 

  本市では、「公私協力方式」による大学設置のため、関東学院大学に対して、

小田原キャンパスの校地買収費相当額（約 40億 6,238万円）を補助した。 

 

２ 補助金の返還等の規定について 

  細目協定では、第２条で、第三者に譲渡してはならないこととされており、

第３条では、前条の規定に違反した場合は、補助金を返還させることができる

としている。また、協議の上、補助金の返還に代えて、適当と認める措置を求

めることができることも規定している。 

 

３ 協議会における補助金に関する方針について 

（１） 教育連携と大学新設の了承 

他学校法人などと教育連携を行い、小田原キャンパスを承継することに

より、大学を新設することの可能性を協議しているが、教育連携と大学新

設は、「神奈川県西部における高等教育の確立」と「地域貢献」という、小

田原キャンパス開設時の理念と目的に合致することから、本市では、教育

連携と大学新設の計画を進めることを了承する。 

（２） 補助金に関する方針 

協議中の大学新設の計画では、小田原キャンパスの所有権が関東学院大 

学から新設大学に移転することから、細目協定第２条の第三者への譲渡に

該当する。 

しかし、「神奈川県西部における高等教育の確立」は維持され、また、関

東学院大学は、小田原キャンパス開設以来、地域貢献等に努めていること

から、細目協定第３条により、補助金の返還ではなく、補助金の返還に代

える適当な措置として、新設大学への無償による土地の譲渡の履行、新設

大学との教育連携の推進、小田原キャンパスの有効活用を求める。 

ただし、この措置が確定するのは、新設大学の開学の許可が下りた時点

とする。 

（３） 新設大学への補助金について 

本市から新設大学に対して、開設に関する補助金は交付しない。 

また、細目協定は継承しないものとする。 
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中央図書館の機能の再編等について 
 

１ 概要 

  令和２年３月末に閉館した旧市立図書館所管の地域資料等を中央図書館に移管するに 

あたり、中央図書館２階の視聴覚コーナーの機能を整理して地域資料コーナーを開設し、 

令和３年４月から運用を開始する。 

  地域資料は、本市や周辺地域の歴史や人々の営みを今に伝える貴重な資料であるとともに、

地域資産としての活用が期待されていることから、当該コーナーでは専門知識を有する職員

を配し、資料の収集と適切な保存を図りつつ、郷土文化の発掘、研究、認知の拡大に努めて

いく。あわせて、旧市立図書館所有の文学資料についても中央図書館が継承し、小田原文学

館での展示・公開をはじめとする活用に、さらに注力していくものである。 

  なお、視聴覚サービスについては、インターネット等の普及に伴う映像、音楽の視聴スタ

イルの多様化や民間サービスの進展、充実等の状況を勘案して試聴ブースを縮小するもので

あるが、現有の一般視聴覚資料の活用促進として貸出サービスの拡充を行う。 

 

２ 新設する地域資料コーナー等の運営時間 

中央図書館 現状 令和３年度以降 

地域資料コーナー  
午前９時から午後５時まで 

視聴覚コーナー 午前９時から午後５時まで 

【参考】旧市立図書館における地域資料室の運営時間 午前９時から午後５時まで 

 

３ 視聴覚サービスの見直しについて 

視聴覚コーナーの視聴席を１２ブースから４ブースに変更する。また、視聴覚資料（ＣＤ、

ＤＶＤ等）の貸出数量と貸出期間を拡大することとする。 

視聴覚資料の貸出数量及び貸出期間 

 区分 
貸出数量及び貸出期間 

現 状 令和３年度以降 

視聴覚資料 

ＣＤ 

 ＤＶＤ 

 ビデオテープ 

数量 各２点以内 

期間  ７日以内 

数量 各６点以内 

期間 １４日以内 

（うちＤＶＤは３点以内） 

その他の資料 
数量  ６点以内 

期間  ７日以内 
 

 その他の資料…カセットテープ、レコードなど 
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４ 小田原文学館の運営等 

  小田原文学館は小田原ゆかりの作家の自筆原稿や書簡などの貴重資料を展示しているが、  

これらの貴重資料を着実に保全するためには、資料の劣化や退色等の原因となる照明の照射

時間を短縮するとともに、長期にわたる同一資料の展示を避けるための展示替えなどを適宜

行う必要がある。また、文学館は建築後８０年以上が経過しており、建物の保全や庭園管理

に定期的な整備等が必要な状況である。 

 このため、文学館の休館日及び開館時間を変更する。 

 

(1) 休館日 

現状 令和３年度以降 

１２月２８日から１月３日まで 毎週月曜日。ただし、その日が休日に当

たるときは、その翌日とする。 

  

(2) 開館時間 

現状 令和３年度以降 

午前９時から午後５時まで ３月から１０月まで 

 午前１０時から午後５時まで 

１１月から２月まで 

 午前１０時から午後４時３０分まで 

 

５ 今後のスケジュール（予定） 

  時期 内容 

令和２年９月１５日 

～同年１０月１４日 

市民意見の募集 

小田原市図書館条例施行規則の一部改正 

小田原市視聴覚ライブラリーに関する規則の廃止 

小田原文学館条例施行規則の一部改正 

令和２年１１月 
市民意見の募集結果の公表 

（市ホームページ、中央図書館、行政情報センター） 

令和３年１月 教育委員会の議決 

小田原市図書館条例施行規則の一部改正 

小田原市視聴覚ライブラリーに関する規則の廃止 

小田原文学館条例施行規則の一部改正 

令和３年３月３１日 小田原市視聴覚ライブラリー規則の廃止（施行予定） 

令和３年４月 １日 小田原市図書館条例施行規則の一部改正（施行予定） 

小田原文学館条例施行規則の一部改正 （施行予定） 

 



1 

小田原駅東口図書館及びおだぴよ子育て支援センターの開館について 

 
令和２年１月に万葉倶楽部株式会社と工事委託協定を締結し、小田原駅東口図書館

及びおだぴよ子育て支援センターの整備を進めてきたが、この度、その整備が完了し

たことから、広域交流施設（ミナカ小田原）全体の開館に先行して開館（プレオープ

ン）する。 

なお、コロナ禍及び施設内の他のテナントが工事中であることから、利用者の安全

確保のため、サービスを限定する。 

 

１ 開館について 

（１）開 館 日 令和２年 10月 19日（月） 

          ※開館セレモニーを午前９時より開催 

（２）入館ルート 別紙のとおり 

（３）そ の 他 開館に先立ち、10月 16日（金）に内覧会を開催 

          休館日は、毎月第４月曜日（祝日にあたるときはその翌日）・ 

          年末年始・特別整理期間（図書館のみ） 

 

２ サービス内容 

（１）小田原駅東口図書館 

スケジュール 開館時間 利用内容 

10月 19日（月） 10：00～18:00 事前予約制 

・貸出返却 

・新聞雑誌閲覧 等 

※閲覧席利用制限 

10月 20日（火） 

～10月 25日（日） 
９：00～18:00 

10月 27日（火）～ 

９：00～21:00 

※土・日・祝日 

～18:00 

・予約本受取開始 

・貸出返却 

・新聞雑誌閲覧 等 

※閲覧席利用不可 

(状況により制限緩和) 

 

（２）おだぴよ子育て支援センター 

スケジュール 開館時間 利用内容 

10月 19日（月） 10：00～18:00 

事前予約制 

① 10時 30分～12時 

② 14時～15時 30分 

※各時間帯 26人を上限 

10月 20日（火）～ ９：00～18:00 

事前予約制 

① 10時～11時 30分 

② 13時 30分～15時 

※各時間帯 26人を上限 
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エレベーターで６階へ

エレベーター●

①

プレオープン期間中（～11月30日）の入館ルート

小田原駅

ラスカ小田原

（成城石井）

ペデストリアンデッキ

ミナカ小田原の入口（①）、ラスカ小田原立体駐車場2階からミナカ小田原３階に直結している通路のみ。

駐車場2階へは、交番裏の駐車場階段（②）又はエレベーター（③）により上る。

午前９時からはラスカ内成城石井前の通路（④）も利用可能。

交

番

ラスカ小田原

立体駐車場

高校

小田原城

　お　城　通　り

小田原駅東口図書館・

おだぴよ子育て支援センター

（ミナカ小田原 高層棟 ６階）

ミナカ小田原 低層棟

＊工事中

小田原駅東口駐車場・

おだわら市民交流センターUMECO

③

②

④

２
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小田原市立病院経営改革プラン（平成 29年度～平成 32年度）の進捗状況について 

 

【小田原市立病院経営改革プランについて】 

 総務省は、平成27年３月31日付で公立病院の改革に関する方針である「新公立病院改革ガイド

ライン」を示し、人口減少や少子高齢化が急速に進展する中で、医療需要が大きく変化すること

が見込まれていることなどから、引き続き、経営効率化、再編・ネットワーク化、経営形態の見

直し等の視点に立った改革を継続し、地域における良質な医療を確保していく必要があるとし、

病院事業を設置する地方公共団体に対して、「新公立病院改革プラン」の作成を求めた。 

  当院では、このガイドラインを踏まえ、平成29年度～平成32年度を計画期間とする「小田原市

立病院経営改革プラン」を平成29年３月に策定し、経営改善に努めていくこととした。 

 

 

【改革プランの実施状況の評価について】 

  「小田原市立病院経営改革プラン」の実施状況については、プランの中で、当院職員が実施す

る内部評価のほか、外部の有識者や医療関係団体の代表者等で構成する小田原市立病院運営審議

会へ状況を報告し評価をいただく外部評価を実施することとしている。 

  これを踏まえ、内部評価として、院内の病院経営戦略委員会にて改革プランの取組及び進捗状

況の確認・評価を行った後、小田原市立病院運営審議会から評価をいただくこととし、これらの

結果についてはホームページで公表を行うこととした。 

 

 

【評価対象について】 

  評価の対象は、「小田原市立病院経営改革プラン」において具体的な数値やスケジュールを定

めた事項及び経営改革の目標達成に向けた具体的な取組とし、次の８項目を対象とする。 

１：医療機能等に係る数値目標（Ｐ.14） 

２：収支改善に係る数値目標（Ｐ.19） 

３：経費削減に係る数値目標（Ｐ.19） 

４：収入確保に係る数値目標（Ｐ.20） 

５：経営の安定性に係る数値目標（Ｐ.20） 

６：対象期間における収支計画（Ｐ.21～Ｐ.22） 

７：経営形態の見直し（Ｐ.23～Ｐ.25） 

   ８：経営改革の目標達成に向けた具体的な取組（Ｐ.18～Ｐ.19） 

 

 

 

 

資料４ 
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【改革プランの実施状況と内部評価】 

 

１：医療機能等に係る数値目標（Ｐ.14） 

 

当院が、その果たすべき役割に沿った医療機能を十分に発揮しているかを検証する観点から、急

性期医療を担う病院の指標として手術件数、引き続き地域の救急医療を牽引していく指標として救

急搬送人数を数値目標に設定した。また、地域の医療機関との連携を強化していくため、紹介率及

び逆紹介率を指標として設定した。 

 

 H27年度

(実績) 

H28年度

（実績） 

H29年度

（実績） 

H30年度

（目標） 

H30 年度

（実績） 
評価 

R1 年度

（目標） 

R2 年度

（目標） 

手術件数(件) 3,613 3,847 3,869 3,721 3,978 ○ 3,744 3,767 

救急搬送人数

(人) 
5,628 5,706 5,863 5,811 5,099 × 5,902 5,993 

紹介率(％) 63.7 68.5 69.0 68.0 70.5 ○ 69.0 70.0 

逆紹介率(％) 67.4 75.1 71.7 70.0 79.4 ○ 70.0 70.0 

 

＜実施状況と内部評価＞ 

  ▶ 紹介患者の積極的な受入れに努めた結果、紹介率が向上し、急性期医療を必要とする

患者数が増加したこと等により手術件数が増加したと考えている。 

  ▶ 救急搬送人数については、目標値だけでなく前年度実績値よりも低い結果となった。

救急搬送の内訳をみると、軽症患者の受入割合は前年度と比べ減少しているが、重症

患者の受入割合は前年度と比べ増加しており、県西二次保健医療圏内における医療機

能の分化が推進されたものと考えている。引き続き断らない救急の推進に努めるとと

もに、重症患者の割合や患者応需率についても注視していきたい。 

▶ 設定した４つの項目のうち、救急搬送人数を除いて、目標を超える実績となった。 
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２：収支改善に係る数値目標（Ｐ.19） 

 

新改革ガイドラインに定められている必須の数値目標である経常収支比率及び医業収支比率を

収支改善に係る数値目標として設定した。なお、経常収支比率に関しては、持続可能な病院経営を

行っていくため、経常黒字及び純利益の確保を目指す観点から目標値を設定した。 

 

 H27年度

(実績) 

H28年度

（実績） 

H29年度

（実績） 

H30年度

（目標） 

H30 年度

（実績） 
評価 

R1 年度

（目標） 

R2 年度

（目標） 

経常収支

比率(％) 

97.6 101.8 102.9 99.8 101.6 
○ 

99.9 100.6 

医業収支

比率(％) 

90.8 92.5 93.6 93.2 93.0 
× 

93.7 94.9 

 

＜実施状況と内部評価＞ 

  ▶ 今年度も病院長と各診療科部長との面談を行い、病院経営の状況や各診療科の状況を

共有しながら、病院全体で経営改善に取り組んだ。 

▶ 収益については、延入院患者数及び入院患者単価が増加したことにより医業収益の過

去最高数字を更新した。 

  ▶ 費用については、給与費では医療の充実や医療技術部門の２交代制への移行に伴い正

規職員を増加させたことや、人事院勧告を踏まえた国家公務員の給与改定に基づき市

職員の給与改定を行ったこと等により前年度と比べ大きく増加した。 

  ▶ この結果、今年度も経常収支比率は100％を超えたが、医業収支比率については、目標

値だけでなく前年度実績値よりも低い結果となった。不採算医療を担う当院では医業

収支比率が100％を超えることは厳しい状況であるが、引き続き経営改善に努めるこ

とにより100％に近づくよう努めていく。 

▶ 設定した２つの項目のうち、医業収支比率は目標に達しなかったが、経常収支比率は

目標を超える実績となった。 
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３：経費削減に係る数値目標（Ｐ.19） 

 

費用項目に関しては、材料費、委託料の削減を中心に実施していくため、材料費対医業収益比率、

委託料対医業収益比率を経費削減に係る数値目標として設定した。特に、材料費の削減に関しては、

後発医薬品の使用を促進していくため、後発医薬品の使用割合についても指標として設定した。 

 

 H27年度

(実績) 

H28年度

（実績） 

H29年度

（実績） 

H30年度

（目標） 

H30 年度

（実績） 
評価 

R1 年度

（目標） 

R2 年度

（目標） 

材料費対医業

収益比率(％) 

25.8 25.8 24.8 25.6 25.4 ○ 25.6 25.5 

委託料対医業

収益比率(％) 

10.0 10.1 9.8 10.0 9.6 ○ 9.9 9.7 

後発医薬品の

使用割合(％) 

61.4 67.0 80.8 75.0 86.7 ○ 80.0 80.0 

 

＜実施状況と内部評価＞ 

  ▶ 材料費については、他病院における購入価格のベンチマークを参考に、購入価の値引

き交渉を行い、購入価の削減に努めた。 

▶ 委託料については、人件費の上昇の影響を受け、契約金額は上昇傾向となっている。

なお、委託業務については令和２年度に規模の大きい複数年契約を行っている業務委

託の更新時期を迎えるので、仕様書の見直し等、委託業務内容の見直しを行っていく

必要がある。 

  ▶ 後発医薬品の使用割合については、薬事委員会を中心に、後発医薬品に変更可能な先

発医薬品の積極的な切り替えに努めた。今後は、入院と外来それぞれの割合にも注視

することとし、ＤＰＣ制度の中で包括されてしまう入院において、後発医薬品の割合

をさらに高めていくよう取り組んでいく。 

▶ 設定した３つの項目全てにおいて、目標を超える実績かつ前年度を超える実績となっ

ており、取組は良好であると考えている。 
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４：収入確保に係る数値目標（Ｐ.20） 

 

当院の医業収益の約７割を占める入院収益に着目し、１日当たり入院患者数及び病床利用率

を収入確保に係る数値目標として設定した。また、適正な保険請求を推進するために、査定率

の改善についても指標として設定した。 

 

 

＜実施状況と内部評価＞ 

  ▶ 病院長と各診療科部長との面談の際に、紹介患者の積極的な受入れに努めるよう意識

づけを行い、病院全体として集患に取り組んだことで、１日当たり入院患者数及び病

床利用率が上昇したものと考えている。 

▶ 査定率については、医療保険委員会で査定内容を周知するとともに、引き続き今年度

も保険請求前のシステム点検や会計の誤入力について医療事務委託業者との連携を図

った。 

▶ 設定した３つの項目全てにおいて、目標を超える実績かつ前年度を超える実績となっ

ており、取組は良好であると考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 H27年度

(実績) 

H28年度

（実績） 

H29年度

（実績） 

H30年度

（目標） 

H30 年度

（実績） 
評価 

R1 年度

（目標） 

R2 年度

（目標） 

1 日当たり入

院患者数(人) 
327 342 344 337 347 ○ 340 342 

病床利用率

(％) 

78.4 82.0 82.6 80.9 83.2 ○ 81.4 81.9 

査定率(％) 0.6 0.5 0.3 0.3 0.3 ○ 0.2 0.2 
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５：経営の安定性に係る数値目標（Ｐ.20） 

 

経営の安定性を図る指標として、純資産の額の他、短期の負債に対する支払能力を注視し、

経営の安全性を検証するため、流動比率を指標として設定した。 

 

 H27年度

(実績) 

H28年度

（実績） 

H29年度

（実績） 

H30年度

（目標） 

H30 年度

（実績） 
評価 

R1 年度

（目標） 

R2 年度

（目標） 

純資産の額

(百万円) 

5,985 6,123 6,358 5,985 6,520 ○ 5,985 5,985 

流動比率(％) 177 220 234 177 241 ○ 177 177 

 

＜実施状況と内部評価＞ 

  ▶ 平成30年度決算では、医業収益が過去最高数字を更新したこと等により平成28年度以

降３年連続で純利益を計上した。このことにより、当年度未処分利益が増加し、純資

産の増加につながるとともに、資産における未収金及び現金預金の額が増加し、流動

比率の上昇にもつながった。 

▶ 設定した２つの項目全てにおいて、目標を超える実績かつ前年度を超える実績となっ

ており、取組は良好であると考えている。 
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６：対象期間における収支計画（Ｐ.21～Ｐ.22） 

 

（収益的収支） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円（税抜）、％)

　　 年 度

 区 分

１. ａ 10,765 11,334 11,596 11,061 11,942 11,099 11,136

(1) 7,510 8,015 8,068 7,733 8,391 7,782 7,830

(2) 2,929 2,980 3,160 3,012 3,187 3,012 3,012

(3) 326 339 368 316 364 305 294

208 215 243 198 247 187 176

118 124 125 118 117 118 118

２. 1,216 1,370 1,346 1,210 1,317 1,154 1,098

(1) 1,092 1,235 1,207 1,086 1,173 1,030 974

(2) 51 58 52 51 63 51 51

(3) 11 11 11 11 11 11 11

(4) 62 66 76 62 70 62 62

(A) 11,981 12,704 12,942 12,271 13,259 12,253 12,234

１. ｂ 11,852 12,021 12,127 11,864 12,583 11,841 11,732

(1) ｃ 6,515 6,513 6,695 6,318 6,966 6,318 6,318

(2) 2,774 2,864 2,814 2,837 2,973 2,841 2,845

(3) 1,935 1,868 1,847 1,964 1,866 1,952 1,929

(4) 594 744 730 711 748 696 606

(5) 34 32 41 34 30 34 34

２. 426 453 452 426 463 426 426

(1) 14 20 16 14 12 14 14

(2) 412 433 436 412 451 412 412

(B) 12,278 12,474 12,579 12,290 13,046 12,267 12,158

経 　常 　損 　益 　(A)－(B) (C) ▲ 297 230 363 ▲ 19 213 ▲ 14 76

１. (D) 100 0 0 0 0 0 0

２. (E) 173 92 128 63 51 63 63

特　別　損　益　(D)－(E) (F) ▲ 73 ▲ 92 ▲ 128 ▲ 63 ▲ 51 ▲ 63 ▲ 63

▲ 370 138 235 ▲ 82 162 ▲ 77 13

(G) 0 0 0 0 0 0 0

(ｱ) 3,687 3,834 4,148 3,749 4,760 3,683 3,616

(ｲ) 2,085 1,744 1,770 1,802 1,972 1,754 1,657

　 0 0 0 0 0 0 0

(ｳ) 0 0 0 0 0 0 0

(Ａ)
（Ｂ）
(ｵ)
ａ
ａ
ｂ
c
a

(H)
ａ

78.4 82.0 82.6 80.9 83.2 81.4 81.9

▲ 20.5 ▲ 17.6 ▲ 23.3 ▲ 17.4 ▲ 17.6

病 床 利 用 率

資 金 不 足 比 率 ×100 ▲ 14.9 ▲ 18.4

▲ 2,378 ▲ 1,947 ▲ 2,788 ▲ 1,929 ▲ 1,959

57.7 57.1 58.3 56.9 56.7

地方財政法施行令第15条第１項
により算定した資金の不足額

(H) ▲ 1,602 ▲ 2,090

職員給与費対医業収益 比率 ×100 60.5 57.5

95.6 93.2 94.9 93.7 94.9

▲ 20.5 ▲ 17.6 ▲ 23.3 ▲ 17.4 ▲ 17.6

医 業 収 支 比 率 ×100 90.8 94.3

不 良 債 務 比 率 ×100 ▲ 14.9 ▲ 18.4

102.9 99.8 101.6 99.9 100.6

｛ ( ｲ )-( ｴ ) ｝ -{( ｱ )-( ｳ )}

経 常 収 支 比 率 ×100 97.6 101.8

▲ 2,378 ▲ 1,947 ▲ 2,788 ▲ 1,929 ▲ 1,959

0 0 0
又 は 未 発 行 の 額

差引
不 良 債 務

(ｵ) ▲ 1,602 ▲ 2,090

0 0 0 0

純 損 益 (C)＋(F)

累 積 欠 損 金

不
 

良
 

債
 

務

流 動 資 産

流 動 負 債

う ち 一 時 借 入 金

翌 年 度 繰 越 財 源

当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入
(ｴ)

医 業 外 費 用

支 払 利 息

そ の 他

経 常 費 用

特
別
損
益

特 別 利 益

特 別 損 失

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

経 常 収 益

支
　
　
　
　
　
　
　
　
出

医 業 費 用

職 員 給 与 費

材 料 費

経 費

減 価 償 却 費

そ の 他

収
 
 
 
 
 
 
 
 

入

医 業 収 益

入 院 収 益

外 来 収 益

そ の 他

う ち 他 会 計 負 担 金

う ち そ の 他 の 医 業 収 益

医 業 外 収 益

他 会 計 負 担 金 ・ 補 助 金

国 ( 県 ) 補 助 金

H27年度
(実績)

H28年度
(実績)

H29年度
(実績)

H30年度
（目標）

H30年度
(実績)

R1年度
（目標）

R2年度
（目標）
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＜実施状況と内部評価＞ 【評価：○】  

▶ 収入では、医業収益が過去最高数字を更新したこと等により、設定した目標値を超え

る結果となった。 

▶ 支出では、医療の充実や医療技術部門の２交代制への移行等に伴い正規職員を増加さ

せたことや、人事院勧告を踏まえた国家公務員の給与改定に基づき市職員の給与改定

を行ったこと等により、給与費が大きく増加し、設定した目標値を超える結果となっ

た。 

▶ 経営結果としては、平成30年度においても経常利益及び純利益を計上している。この

ことにより、総務省が求める「一般会計から所定の繰出が行われた上で「経常黒字」

となること」について、平成28年度以降３年連続で達成している。 

▶ 目標を達成し取組結果は良好であると考えているが、今後も経常利益及び純利益を計

上していくためには、給与費をはじめとする費用が増加傾向にあることから、支出の

見直しに早急に取り組むとともに、収益の増加策にも取り組んでいく必要がある。 

 

 

（資本的収支） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円（税込）、％)

　　 年 度

 区 分

１. 100 200 100 250 200 250 250

２. 0 0 0 0 0 0 0

３. 0 0 0 0 0 0 0

４. 0 0 0 0 0 0 0

５. 0 0 0 0 0 0 0

６. 3 3 3 0 0 3 3

７. 12 8 8 5 8 5 5

(a) 115 211 111 255 208 258 258

(c) 0 0 0 0 0 0 0

純計(a)－{(b)＋(c)} (A) 115 211 111 255 208 258 258

１. 352 498 695 523 676 559 504

２. 335 353 279 256 281 192 198

３. 0 0 0 0 0 0 0

４. 27 29 27 50 28 50 50

(B) 714 880 1,001 829 985 801 752

差　引　不　足　額　(B)－(A) (C) 599 669 890 574 777 543 494

１. 597 669 889 574 776 543 494

２. 0 0 0 0 0 0 0

３. 0 0 0 0 0 0 0

４. 2 0 1 0 1 0 0

(D) 599 669 890 574 777 543 494

補てん財源不足額　(C)－(D) (E) 0 0 0 0 0 0 0

(E)－(F) 0 0 0 0 0 0 0

H27年度
(実績)

H28年度
(実績)

H29年度
(実績)

H30年度
（目標）

H30年度
(実績)

R1年度
（目標）

R2年度
（目標）

収
　
　
　
　
　
　
入

企 業 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

他 会 計 補 助 金

国 ( 県 ) 補 助 金

そ の 他

収 入 計

う ち 翌 年 度 へ 繰 り 越 さ れ る
0 0 0 0

支 出 の 財 源 充 当 額

前年度許可 債で 当年 度借 入分

(b) 0 0 0

補
て
ん
財
源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

支
　
　
出

建 設 改 良 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

そ の 他

支 出 計

0 0 0 0 0
又 は 未 発 行 の 額
当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入

(F) 0 0

実 質 財 源 不 足 額
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＜実施状況と内部評価＞ 【評価：▲】 

▶ 収入では、手持ち資金の状況や借入利息を踏まえ、必要最小限の企業債の借入とし、

将来負担の減少に努めた。 

▶ 支出では、老朽化の進む建物設備のうち、「チリング式冷凍機更新工事」を執行したこ

と等により、設定した目標値を超える結果となった。 

▶ 企業債の借入額を必要最小限としたことで、平成30年度末時点の企業債残高は約８億

２千万円となった。今後事業が本格化する新病院建設事業に向けて、引き続き毎年度

の借入を最小限とし企業債残高の減少に努めていく。 

  ※平成29年度末時点企業債残高：約９億円 

※平成28年度末時点企業債残高：約10億８千万円 

※平成27年度末時点企業債残高：約12億３千万円 

 

 

（一般会計等からの繰入金の見通し） 

 

 

 

 

 

 

 

＜実施状況と内部評価＞ 【評価：×】 

▶ 一般会計負担金については、総務省の定める繰出基準に基づき基準内繰入を行ってい

るが、市の財政状況も厳しいことから、繰出基準額が満額繰り入れられておらず、病

院事業の企業努力でカバーをしてきたところである。 

▶ 平成 30年度の一般会計からの繰入金の額については、病院事業の収支状況に鑑み、繰

出基準額の範囲内で増額をしたことで、設定した目標値を１億 3,600 万円上回る結果

となった。 

▶ 「小田原市立病院経営改革プラン」の策定時と比べ、人件費、材料費、委託料等費用

が上昇傾向にあるほか、令和元年10月に予定されている消費税の増税や、令和２年４

月から導入される会計年度任用職員制度等、病院経営を取り巻く環境が変化しており、

今後の一般会計からの繰入金の額について、繰出基準の範囲内での見直しをせざるを

得ない状況であるが、引き続き、経営改善に努め、少しでも繰入額を少なくするよう

努めていく。 

  

 

(    0) (    0) (    0) (    0) (    0) (    0) (    0)
1,300 1,450 1,450 1,284 1,420 1,217 1,150
(    0) (    0) (    0) (    0) (    0) (    0) (    0)

0 0 0 0 0 0 0
(    0) (    0) (    0) (    0) (    0) (    0) (    0)
1,300 1,450 1,450 1,284 1,420 1,217 1,150

H30年度
(実績)

R1年度
（目標）

R2年度
（目標）

収 益 的 収 支

資 本 的 収 支

合　　　計

(単位：百万円（税抜））

H27年度
(実績)

H28年度
(実績)

H29年度
(実績)

H30年度
（目標）
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７：経営形態の見直し（Ｐ.23～Ｐ.25） 

    

当院の経営形態については、県西医療圏において唯一の三次救急を担う医療機関であるとと

もに、地域の基幹病院として公立病院に求められる救急医療、小児医療、周産期医療といった

不採算医療を守る役割があることから、今後の経営形態としては、より公的な責任が明確であ

る「地方公営企業法の一部適用」、「地方公営企業法の全部適用」、「地方独立行政法人化」の公

営型であると判断している。 

これを踏まえ、次のスケジュールのとおり、経営形態の見直し作業を進めることとした。 

 

時期 検討体制及び内容 

平成29年度 • 既存の病院経営戦略委員会又は専門の検討委員会を立ち上げ、その委員

会にて、全部適用の実務的な利点を調査・検討する。 

• 現状の地方公営企業法の一部適用に比べ、全部適用に移行した場合に確

実に経営の改善効果が見込まれるか否かの結論を出す。 

平成30年度 （地方公営企業法の全部適用に移行すべきとの結論が出た場合） 

• 条例の制定改廃、職員説明などの準備に着手する。 

令和元年度 • 地方公営企業法の全部適用に移行 

令和２年度 （新改革プランの数値目標を達成した場合） 

• 地方独立行政法人化に向けた検討に着手する。 

 

＜実施状況と内部評価＞ 【評価：▲】 

▶ 当院では病院の建替えに向けた作業を進めており、このスケジュールが具体化したこ

とから、平成30年度は、経営形態の見直しが病院の建替えに影響を与えるかどうかに

ついて調査検討を行った。 

▶ この結果、地方独立行政法人化は経営の自由度は最も大きいが、職員の身分変更を伴

う大きな変更であるとともに、移行時にかなりの業務量が発生するほか、資金借入の

取扱に変更がある等建替えに影響を及ぼす可能性があることが分かった。 

▶ 地方公営企業法の全部適用への移行では、地方独立行政法人化ほどの経営の自由度は

無いものの、現状よりも経営の自由度が上がることが確認できた。また、建替えに与

える影響もないことが確認できた。 

▶ これまでの検討結果を踏まえ、令和元年度中に今後の経営形態の見直しの方向性につ

いて結論を出すこととした。 

※ 経営形態については、令和元年市議会12月定例会厚生文教常任委員会で報告したとおり、

令和３年４月から「地方公営企業法の全部適用」に移行することとし、令和２年市議会12

月定例会に関係条例の制定・一部改正に係る議案を提案していく予定である。 
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８：経営改革の目標達成に向けた具体的な取組（Ｐ.18～Ｐ.19） 

 

経営改革にあたっては、収益と費用のバランスがとれた健全な病院経営の実現、それを支え

る人材の確保・育成及び職員の改革意識の醸成並びに建物設備の更新を基本方針とし、各種の

数値目標を定めたうえで経営改革に取り組んでいくこととした。 

実施状況と内部評価については別紙のとおりである。 
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区分 具体的な取組 KPI 平成30年度の取組結果 評価

•  紹介経由の入院患者の増加に取り組むため、地域の医療機関と
の連携を強化し、院内における紹介患者の受入体制を改善

紹介率、逆紹介率ともに令和２年度までに７０％を達成

・平成30年度実績（紹介率）：70.5％
（積極的な紹介患者の受入に努め、平成29年度と比べ1.5ポイント増加した。）

・平成30年度実績（逆紹介率）：79.4％
（病院長と各診療科部長との面談時等において、逆紹介を推進するよう意識づけを
行った。）

○

•  救急経由の入院患者の増加に取り組むため、引き続き、「断らない
救急」の方針のもと、地域の救急医療を牽引

年間救急搬送人数を令和２年度までに５，９９３件を達成

平成30年度実績：5,099人

（救急搬送人数は前年度実績値よりも低い結果となった。救急搬送の内訳をみると、
軽症患者の受入割合は前年度と比べ減少しているが、重症患者の受入割合は前年
度と比べ増加しているので、今後はこの部分も注視していく。）

×

•  保険請求の実態を検証し、医師への情報提供を始めとした査定率
の改善に向けた業務フローの見直し

査定率を令和２年度までに０．２％へ削減

平成30年度実績：0.3％

（医療保険委員会で査定内容を周知するとともに、引き続き今年度も保険請求前のシ
ステム点検や会計の誤入力について医療事務委託業者との連携を図った。）

○

• 新たな施設基準による加算取得の検討
毎年度において、認定看護師等による加算取得の実績を１件以上達
成

平成30年度実績：6件

（新たに、4件（「早期離床・リハビリテーション加算」、「入院時支援加算」、「多焦点眼
内レンズを用いた水晶体再建術（先進医療）」、「医療安全対策加算1（医療安全対策
地域連携加算1）」）取得するとともに、2件（「医師事務作業補助体制加算1（20対1）」、
「後発医薬品使用体制加算（2⇒1）」）の変更を行った。）

○

未収金抑制施策
•  未収金の発生抑制と早期回収に向けた未収金回収フローの見直
し

毎年度において、前年度患者負担未収金残高を基準日（8月31日時
点）で比較し10%削減

平成30年度実績：約12.2％の削減

（医師の協力や医療事務委託業者との連携により当日会計の推進等に取り組ん
だ。）

○

•  安全性を考慮したうえでの後発医薬品の使用促進
•  同種・同効品の絞り込みや医薬品の価格交渉を通じた単価引き下
げ

・後発医薬品の使用割合について、令和元年度までに８０％を達成

・毎年度において、価格交渉により各年度当初の契約単価からの値
引き額合計を1,000万円以上削減

・平成30年度実績（後発医薬品）：86.7％
（薬事委員会を中心に、後発医薬品に変更可能な先発医薬品の積極的な切り替えに
努めた。今後は、入院と外来における数字にも注視することとし、ＤＰＣ制度の中で包
括されてしまう入院において、後発医薬品の割合をさらに高めていくよう取り組んでい
く。）

・平成30年度実績（値引き合計）：約3,500万円
（病院幹部医師や薬剤科部長も参加して、全国自治体病院協議会の作成するベンチ
マークを活用し、年度中に2回の価格交渉を実施した。）

○

•  同種・同効品の絞り込みや診療材料の価格交渉を通じた単価引き
下げ

毎年度において、価格交渉により各年度当初の契約単価からの値
引き額合計を1,000万円以上削減

平成30年度実績：約3,800万円

（SPDによる価格交渉を年度中に1回実施したが、業者切り替えのタイミングと重なっ
たこともあり、効果額が不十分となった。平成30年度は年度開始からSPD主体での価
格交渉を実施するとともに、医師、看護師の協力を得た価格交渉を実施した。）

○

•  定期的な支出内容の見直し 毎年度において、支出内容の見直し及び削減実績を1件以上実施

平成30年度実績：1件（▲約800万円）

（当初、業務委託により新病院再整備基本構想の策定を行う予定でいたが、直営で
完成させた（▲約800万円））

○

•  委託内容、範囲及び契約方法の見直し
委託費金額の総額を令和２年度までに平成２７年度対比で５，０００
万円削減

平成30年度実績：数値化不可

（平成29年度に業務委託契約を締結した複数年契約の業務委託は、令和2年度に更
新時期を迎えるため、これに向けて他病院における業務委託の状況や業者からヒア
リングを行った。）

▲

「小田原市立病院経営改革プラン」における「具体的な取組」のＫＰＩ進捗状況

項目

収益関連の取組

患者数増加施策

単価適正化施策

費用関連の取組

材料費の削減策

経費の削減策

収支状況の
改善に向けた取組

                                              13                                                         



区分 具体的な取組 KPI 平成30年度の取組結果 評価項目

•  職員に対する経営情報の公開と共有化の推進
毎年度において、病院職員向けの経営情報の共有実績を1回以上達
成

平成30年度実績：2回

（経営戦略委員会、各診療科別ディスカッションにおいて、経営状況の報告を行っ
た。）

○

•  各診療科・部署における年度目標の設定と評価
毎年度において、各診療科・部署における年度目標及び評価実績を
1回以上達成

平成30年度実績：1回

（各診療科別ディスカッションにおいて、業務実績の振り返り、今後の展望等について
議論を行った。）

○

•  医師、看護師、医療技術職員の勤務環境の整備
職員勤務環境実態調査（隔年）を実施するとともに、毎年度において
改善実績を1件以上達成

平成30年度実績：改善実績0件（次回の調査は令和元年度）

（平成29年度に実施した職員満足度調査の結果を踏まえた改善をすることができな
かった。次回の調査においては、結果を改善に反映できるような質問項目とするよう
見直しを行うこととする。）

×

•  看護師等奨学金制度の充実
毎年度において、奨学生を60人以上確保し、奨学生の当院就職率
100％を達成

平成30年度実績（奨学生人数）：43人
平成30年度実績（就職率）：95.3％

（年度中に2回の奨学生採用試験を実施し、18名を奨学生として貸付を開始した。令
和元年度に現在の奨学金制度の効果検証を行い、今後も効果的な奨学金制度とな
るよう必要な見直しを行っていく。

×

•  医師、看護師、医療技術職員及び事務職員の専門能力の向上に
資する職場外における研修の充実

毎年度において、各科における研修計画書を作成し、この計画に基
づく研修の実施率100％を達成

平成30年度実績：数値化不可

（今後の研修のあり方について検討を行い、各部署に研修参加費及び旅費予算を配
分して運用する方向で令和元年度中に結論を出すこととした。）

×

•  専門的な知識を有するプロパーの事務職員の採用検討 令和２年度までにプロパー事務職員の採用実績１人以上を達成

平成30年度実績：0人

（平成29年度に正規職員を採用することを決定した、診療情報管理士及び医療社会
福祉士の採用試験を実施し、平成31年4月から各1名の採用を内定した。）

▲

•  維持修繕計画に基づく既存建物の整備 毎年度において、維持修繕計画に基づく整備の実施率100％を達成

平成30年度実績：100％

（平成30年度は、老朽化の進む建物設備のうち、チリング式冷凍機の更新工事等を
行った。引き続き、新病院建設医業の進捗を踏まえ、現施設の状況の変化に注視し
ながら、適宜維持修繕計画の見直しを行う。）

○

•  医療機器の更新計画の策定
毎年度において、医療機器更新計画に基づく整備の実施率100％を
達成

平成30年度実績：100％

（平成30年度は、更新計画に基づき「手術室管理システム」や「放射線診療情報管理
システム」等を購入した。引き続き、新病院建設事業の進捗を踏まえ、適宜医療機器
更新計画の見直しを行う。）

○

•  病院の建替計画の策定
毎年度において、小田原市総合計画実施計画に基づく取組の実施
率100％を達成

平成30年度実績：100％

（平成30年12月に市立病院の再整備のビジョンを取りまとめた再整備基本構想を策
定した。）

○

人材の確保・育成
に向けた取組

人材の確保に向けた取組

人材の育成に向けた取組

建物設備の更新
に向けた取組

建物設備に関する取組

その他の取組
収支状況の

改善に向けた取組
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学校教育における令和２年度中のＩＣＴ活用について 

 

１ 経緯 

新型コロナウイルスの影響による臨時休業に備えるため、市議会６月定例会で学習

支援ソフト使用料、学習用端末購入費、家庭学習用通信機器（ルーター）購入費及び

回線使用料にかかる補正予算が可決された。 

現在、これらの調達を進めており、家庭にインターネット環境のない児童生徒への

通信機器の貸出を含め、９月末までには、臨時休業時でも一定の学びの保障ができる

ＩＣＴ学習環境が整う予定である。 

一方、国では、コロナ禍における今年度の特例として、学校の授業では学校でしか

できない学習活動に重点をおき、個人でも実施可能な学習活動の一部は授業以外の場

で行うこと（学習活動の重点化）を認めている。 

そこで、今回整備するＩＣＴ学習環境を最大限に有効活用し、学習活動の重点化を

図るとともに、臨時休業時の学習保障に万全を期していくこととした。 

 

２ 取組内容 

(1) 学校における学習支援ソフト等の活用 

既存のパソコン教室の端末に加え、臨時休業への備えとして先行整備する学習用

端末を使用して、授業で学習支援ソフト等によるドリル学習や課題の配付・回収な

どを行う。 

(2) 家庭における学習支援ソフト等の活用 

児童生徒の学習の充実と効率化を図るため、家庭においても学習支援ソフト等を

活用した学習を行う。 

なお、家庭にインターネット環境のない児童生徒に対しては、学習用端末及び通

信機器を貸与する。 

 

３ 効果 

(1) 学校で日常的にＩＣＴを活用した学習をすることによって、今後再び臨時休業を

行うこととなった場合においても、スムーズにオンライン学習に対応できる。 

(2) 教員が学校の授業以外の場（家庭）における児童生徒の学習状況を適切に把握す

ることで、学習活動の重点化を効果的に進めることができる。 

資料６ 
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４ スケジュール 

 内     容 

８月上旬 ・学習支援ソフト等の児童生徒・教員用アカウントを学校に配付 

・教員による試験運用開始 

８月下旬 ・パソコン教室の端末を使用した学習支援ソフト等の活用開始 

９月上旬 ・保護者宛て通知の発送 

９月中旬 

～下旬 

・学習用端末（先行整備分）及び家庭学習用通信機器の学校への納品 

・学習用端末を使用した学習支援ソフト等の活用開始 

10 月中旬   ・家庭における学習支援ソフト等の活用開始 

(学習用端末及び家庭学習用通信機器を必要とする家庭への貸与） 
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令和３年度使用中学校教科用図書の採択について 

 

１ 採択の経過 

  令和２年４月28日の教育委員会定例会において、採択方針及び日程を決定した。 

  その後、教科用図書の採択に関し必要な事項を調査検討するため、校長会、教員、

保護者の代表で構成する教科用図書採択検討部会を２回開催するとともに、専門的

な調査研究を行うため、中学校教員による調査会を４回開催した。 

これらの調査研究結果を踏まえ、令和２年７月 28 日の教育委員会定例会並びに

７月 31日及び８月４日の同臨時会において協議を行い、次のとおり採択した。 

 

 

２ 令和３年度中学校教科用図書の採択 

令和３年度に使用する全ての教科書について、次のとおり新たに採択した。 

 

◆採択種目、発行者及び理由 

種 目 国語 発行者 光村図書出版株式会社 

・各教材で、「見通しを持つ」ところから「振り返る」までの一連の流れが明示されていて、学

習過程の流れをつかむことができる。 

・「広がる読書」「本の世界を広げよう」のコーナーで、読書への興味を引き立てるとともに、

「読書生活を豊かに」のコーナーは、小説の続きを読みたいという意欲を抱かせるものである。 

・思考を深める、広げる、整理するという観点を基に、マッピングやブレインストーミングなど、

具体的な思考ツールを紹介しており、展開の方法なども解説している。 

・古典の教材はスタンダードな中学生らしい題材を取り上げている。 

・教材の配列について系統性があるような工夫がされている。 

種 目 国語（書写） 発行者 光村図書出版株式会社 

・各教材で、学習の目標と振り返りが提示されており、生徒が主体的に学習に取り組むことがで

きる。 

・手紙やメール、はがき、履歴書、送り状など、日常生活に役立つ内容が詳しく掲載されている

ので、長く手元に置いておきたい教科書である。 

・「全国文字マップ」で身近にある文字を取り上げたり、コラムでユニバーサルデザインを紹介

したりするなど、文字についての興味が持てる工夫がある。 

・２次元コードにより書き順や運筆を動画で参照できる。 

種 目 社会（地理） 発行者 株式会社帝国書院 

・表紙の見開きに、ＳＤＧｓの 17の目標を写真とともにわかりやすく示しており、現在の日本や

世界が抱えている問題への意識付けができると思われる。 

・生徒が異文化や国土への理解を深めて、グローバル化する国際社会の中で活躍するための主体

的な取組や深い学びにつながるような構成の工夫がある。 

・それぞれの地域に暮らす人々の姿、自然環境や文化、産業などを多面的に見ることで、地域の

特色への理解が深まるように示されている。 

・日本の各地を体感できるイラストや地図、さらに新鮮な驚きを生み出す写真を効果的に扱うこ

とにより、生徒にとって親しみやすいものとなっている。 

・節の振り返りでは、地理的な見方・考え方を説明する場面が多く設定されており、思考力・判

断力・表現力を養うことができるようになっている。 

資料７ 
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種 目 社会（歴史） 発行者 株式会社帝国書院 

・章の扉にある「タイムトラベル」で、イラストで時代のイメージを視覚的に捉え、人々の営み

を当時のまちの姿に落とし込みながら、生徒が興味を持って学ぶことができる。 

・巻頭に、「人々が置かれた状況や、多様な願いへの理解を深めることにより、人々の様々な立

場とその多様性を踏まえた未来の社会の成長を考えていくことができる。私たちは未来のため

に歴史を学ぶ」という趣旨が書かれている。 

・各ページにある「確認しよう」「説明しよう」で、自らの考えを表現することを促すことによ

り、主体的な学びにつなげることができる。 

・様々な資料の使い方について、人の生きている姿が重なってきて、それが歴史を編んでいると

いうような人間の息遣いが感じられる。 

種 目 社会（公民） 発行者 株式会社帝国書院 

・「アクティブ公民」で、現実の社会で起こりうる事例を通して、ロールプレイングやディベー

トなどを使って課題を追究していくことで、言語活動の育成とともに、思考力・判断力を養い、

深い学びにつなげるように工夫されている。 

・各見開きの導入資料は、迫力のあるワイドな写真や生徒に身近な事例を取り扱って、生徒が実

感を伴って本文の理解が容易になるような工夫がされている。 

・「先輩たちの選択」では、多種多様な方々のインタビューが掲載されており、キャリア教育の

一助になる。 

・「Ｙｅｓ Ｎｏ」というコラムで両論併記をしているものがあり、今の社会について中学生が

考えるきっかけになる。 

種 目 地図 発行者 株式会社帝国書院 

・大判化により紙面がとても見やすくて、場所を探しやすい。 

・巻頭の「地図活用のコーナー」で、地図から読み取る学習活動や言語活動を促す工夫を取り入

れている。 

・色使いが柔らかく全体的にすっきりしており、イラストを多数取り入れていることから、視覚

的に必要な情報を読み取りやすいつくりになっている。 

・自然災害の発生の過程から被害対策等、防災への関心が高めるような資料が充実している。 

種 目 数学 発行者 学校図書株式会社 

・各章の導入部分の見開きページで、その単元の問題を中学生が身近に感じられるような題材に

より、自ら課題を見つけ、取り組めるように配慮している。 

・わかりやすく、段階的に学ぶことによって、達成感が得られるような構成になっている。 

・数学を実生活に生かすという点に力点を置き、学びについての意欲、動機付けにもつながるよ

うなコーナーが充実している。 

・図や表から数式を求めたりするような具体的な課題を取り扱うことにより、数学の有用性を実

感しながら学べる構成になっている。 

種 目 理科 発行者 大日本図書株式会社 

・「やってみよう」では、学んだことを生かして自分で実験することにより、学んだことを生か

したり、広げたりする工夫がある。 

・「探究活動」では、課題を発見し、観察実験を通して課題を解決するという理科の面白さが伝

わるような内容になっている。 

・単元の導入部分では、既習事項がイラストや写真を使って楽しくまとめられていて、復習しや

すい構成になっている。 

・「発展」マークのところでは、当該学年以上で学ぶ内容が載っていて、理科に興味のある生徒

により発展的な学びを提供することができるようになっている。 

・「くらしの中の理科」が各学年で豊富に掲載されており、理科で学習することは身の回りとつ

ながっているということを、生徒自身が意識できるように構成されている。 
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・実験や観察の記録の取り方やノートの描き方が丁寧に説明されており、科学的な記録の仕方が

身に付くようになっている。 

種 目 音楽（一般） 発行者 株式会社教育芸術社 

・キャラクターの吹き出しで適時学習のポイントやヒントが示されて、思考を深めるサポートに

なっており、話し合いや対話のイメージをしやすくして、主体的・対話的で深い学びを促して

いる。 

・発声方法について大きなイラストを用いているとともに、変声期についても丁寧な説明があり、

配慮された内容になっている。 

・著作権の記述について、自分ごととして捉えられるように説明されている。 

・ワークシート中に「どのように歌いたいか」等、主体的に音楽に親しむ投げかけがあり、書き

やすい工夫がある。 

・曲の配列も適切で季節感に溢れている。 

種 目 音楽（器楽） 発行者 株式会社教育芸術社 

・リコーダーの使い方について、小学校の学びを生かしており、苦手意識を持つ生徒でもスムー

ズに入れる工夫がある。 

・現在活動している音楽家の言葉が掲載されており、音楽の世界を通じて多様な価値観が学べる

ようになっている。 

・音楽文化の理解について、和楽器に取り組む中学生の様子などさまざまなジャンルの合奏曲や

楽器を取り上げており、各自の興味に合わせて学びを深めていくことができる。 

・音楽と同一の出版社である方が指導者も生徒も扱いやすいと考えられる。 

種 目 美術 発行者 光村図書出版株式会社 

・表現と鑑賞の学習の内容を相互に関連させながら、学びを深めて、発想を伸ばすことができる

ように工夫されている。 

・「皆の工夫」では、実際の生徒の制作過程を詳しく紹介しており、試行錯誤しながら制作する

様子を、自分の表現の参考にすることができる。 

・鑑賞で「最後の晩餐」の題材のページにトレーシングペーパーがはさまれており、生徒自ら遠

近法を実感することができる。 

種 目 保健体育 発行者 大日本図書株式会社 

・ページの左側に理論が、右側に実際に活用する方法が書いてあり、健康に対する知識や生活へ

の実践が身に付くような工夫がある。 

・自然災害について大きな写真を使ってインパクトのある取り上げ方をしており、もしもの時の

ための備え等、現在の課題に対応している。 

・心肺蘇生法の実技に関して、写真で詳しく分かりやすく解説してあり、確実に技能を身に付け

ることができるような工夫がある。 

・全編を通して、生涯にわたって心身の健康を保持増進する態度を養う意図が見受けられる。 

種 目 技術 発行者 東京書籍株式会社 

・巻末特集の「ＳＤＧｓとＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」では、ＳＤＧｓについてもわかりやすく述べ

ており、ＳＤＧｓに取り組んでいる小田原市で扱うのにふさわしい。 

・ブレインストーミングやＫＪ法などの多彩な学習法を紹介しており、生徒同士が意見を言い合

いながら理解していける。 

・各章の「学習のまとめ」では、実生活と関連させ、全体的に、過去や現在を踏まえて未来につ

ながっていくという視点でまとめられている。 

・「技術の最適化」や「技術の光と影」で、エネルギー変換の技術には生活を豊かにする光の側

面がある一方、環境への負荷や事故の危険性などの影の側面があることも明確に示されてい

て、今を生きる我々にとって大切なメッセージとなっている。 
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・ネットリテラシーを重視している。また、プログラミング学習については、伝言板システムな

ど比較的簡易なものから、農業のシステムやロボット掃除機という高度なものまで扱ってお

り、生徒の興味や進度に応じた学習が進められるようになっている。 

種 目 家庭 発行者 東京書籍株式会社 

・写真やイラスト、図表などがわかりやすく、視覚的な資料が充実しており、多彩な実習例が豊

富に揃えてある。 

・「伝統文化のマーク」があり、日本の伝統文化への理解を深め、後世に継承していきたくなる

ような内容が充実している。特に、日本各地の郷土料理を各県ごとに写真で示すなど、視覚的

にわかりやすく工夫されている。 

・各章の導入では、生活の営みに係る見方や考え方が例示してあり、多角的な視点から考えたり、

判断したりして問題解決に取り組めるようになっている。 

・巻末の「防災・減災手帳」は、そのまま実生活に活用でき、命の大切さを伝えることができる。 

・消費生活における基本的な知識や、中学生が巻き込まれそうな事案についても掲載し、注意を

促している。 

・抽象化し、汎用性があるような形で家庭の機能について説明をしており、将来、社会の形成者

として成長していく生徒にとって、家庭を中心に、地域に広がり、もっと大きい社会に広がっ

ていくという生活圏の広がりについて押さえられている。 

種 目 英語 発行者 光村図書出版株式会社 

・１年次の導入で小学校の英語の振り返りができ、小中学校の連携に配慮して、楽しく復習でき

るようになっている。 

・各章の導入にリスニングと想像を働かせる設問があり、大まかに英語を捉える力を身に付ける

工夫がある。 

・レストランの注文や電話での会話、空港でのアナウンス、ラジオ番組の中継など、日常生活に

即した題材が取り上げられ、使ってみようという意欲につながる。 

・各学年での物語の題材が、身近な題材から平和あるいは環境問題、ＡＩなど、発達段階に考慮

されたもので、多様な見方・考え方を育成できる。 

種 目 道徳 発行者 日本文教出版株式会社 

・道徳科の学びを通して、他者と共に社会を創造し、よりよい社会の担い手になるため、一人ひ

とりが自信をもってよりよく生きることを目標として構成されている。 

・「プラットフォーム」で、いじめやＳＮＳに関する問題、アンガーマネージメント、震災など

が扱われており、生徒が身近な問題として具体的なイメージを持ちやすいと感じられる。 

・情報モラルについては、それぞれの学年でそれぞれの段階にある生徒が感情移入しやすいよう

な題材を取り上げている。 

・発問が「考えてみよう」と「自分に＋１」の２問に絞られており、１つ目はねらいに迫るため

の問い、２つ目は学んだことを生かすための問いとなっている。 
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３ 令和３年度小学校教科用図書（参考） 

 小学校教科用図書については、無償措置法第 14条の規定に基づき、令和３年度

も令和２年度と同一の教科書を使用する。 

 

◆種目及び発行者 

 

 

 

  

種  目 発 行 者 

国 語 光村図書出版株式会社 

書 写 光村図書出版株式会社 

社 会 教育出版株式会社 

地 図 株式会社帝国書院 

算 数 学校図書株式会社 

理 科 大日本図書株式会社 

生 活 光村図書出版株式会社 

音 楽 株式会社教育芸術社 

図画工作 日本文教出版株式会社 

家 庭 開隆堂出版株式会社 

保 健 株式会社学研教育みらい 

英 語 開隆堂出版株式会社 

道 徳 株式会社学研教育みらい 
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教 科 用 図 書 採 択 方 針 

 

小田原市教育委員会 

 

１ 令和３年度に使用する教科用図書の採択について 

 

（１） 小学校、中学校及び特別支援学校において使用する教科用図書は、学校教育法附則第９条

の規定による教科用図書を除き、「教科書目録（令和３年度使用）」に登載されている教科書

のうちから採択すること。 

 

（２） 小田原市教科用図書採択検討部会は、教科用図書の採択についての協議の結果において、

種目ごとの種類を絞り込むことなく、調査研究の結果を報告すること。 

 

（３） 令和３年度使用教科用図書については、小学校は義務教育諸学校の教科用図書の無償措置

に関する法律第 14条の規定に基づき、令和２年度と同一の教科書を採択すること。 

中学校については、「中学校用教科書目録（令和３年度使用）」に登載されている教科書か

ら採択すること。 

特別支援学級の教科用図書については、児童生徒の障がいの種類や発達の状態等にかんが

み、最もふさわしい内容のものを採択すること。 

 

（４） 小田原市教育委員会は、採択の公正確保に向けて、採択事務の円滑な遂行に支障をきたさ

ない範囲で、採択にいたる経過、採択理由など教科用図書採択に係る情報について積極的な

公開に努めるとともに、外部からの不当な働きかけ等により採択が歪められないよう、静ひ

つな採択環境を確保すること。 

 

 

２ 教科用図書採択基準について 

 

（１） 各発行者が作成する「教科書編修趣意書」、県教育委員会の「調査研究の結果」等を踏ま

え、学習指導要領に基づいて調査研究し、採択すること。 

 

（２） 採択権者の権限と責任において、公明・適正を期し、採択すること。 

 

（３） 児童生徒、学校、地域等の特性を考慮して採択すること。 

 

参考７－１ 


